
令和８年度 社会教育行政の方針と重点  

１ 方 針 

県民一人ひとりが、ウェルビーイング ※ 1の向上を目指して生きがいのある

充実した生活を送るとともに、豊かで住みよい地域社会を形成することがで

きるよう、学びを生かしつながりをつくり出す社会教育の推進に努める。  

２ 重 点 

(1) 学校・家庭・地域の連携・協働による未来を担う人財※ 2の育成  

ア  コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進  

イ  キャリア教育支援の仕組みづくりの推進  

ウ  こどもの読書活動の充実  

エ  家庭教育支援体制の充実  

オ  こどもの体験活動の推進  

 

(2) 地域の強みを生かした地域づくりを担う人財の育成  

ア  地域活動の実践者、コーディネーターの養成  

イ  郷土に誇りを持ち、地域の次代を担う若者の育成  

ウ  地域活動に関わる人財のネットワーク形成の支援  

 

(3) 人生１００年時代の学び直しや生涯学習の推進  

ア  県民の学び直しやリカレント教育の推進  

イ  郷土を愛する県民の生涯学習と学びを通じた社会参加の推進  

ウ  性別・年齢・障がい等の有無に関わらない多様なニーズに応じた生涯

学習環境の充実と社会参加活動の促進  

 

(4) 社会教育推進のための基盤整備  

ア  社会教育推進体制の充実  

イ  社会教育施設の機能の充実と活用の促進  

ウ  社会教育関係職員等の養成と資質の向上  

エ  社会教育関係団体等の活動の支援  

 

 

 
※ 1  身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意

義など将来にわたる持続的な幸福を含むもの。また、個人を取り巻く場や地域、社会が持続的に良い状態

であることを含む包括的な概念。  
※ 2  人は青森県にとって「財（たから）」であるという基本的な考え方から、ここでは「人材」を「人財」と

表しています。  


